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令和７年第 10回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年１０月３０日(木) 午後４時３０分から午後５時１５分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（１０人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（    人）   

 

 

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   川瀨  崇  藤崎 正雄 

第 ２ 会議書記の指名      東海林局長、滝上推進員、阿部主事 

第 ３ 農政報告                参 与 井口課長 

第 ４ 会務報告                事務局 東海林局長 

第 ５ 議事参与の制限 

第 ６  議案第26号 農地法第3条第1項の規定による許可申請について 

第 ７  議案第 27号 農地法第18条第6項の規定による合意解約について 

第 ８ 議案第28号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積

等促進計画案の承認について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

    東海林孝行事務局長・滝上和昭農地推進員・阿部久仁光主事 

 

７．参与   

    井口純一産業課長 
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事務局長(東海

林)  

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（井口） 

 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

みなさんお疲れ様です。 

本日は全員の委員が出席しており定足数に達しておりますので、 

只今から令和７年 第１０回農業委員会総会を開催いたします。 

それでは、善岡会長よりご挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 

皆さまお疲れさまです。深川市での研修会に続いての総会となります。

ひと月前まではまだ日中は暖かくて２０度以上もありましたが、ひと月違

うだけでもうこんなに寒くなるんだなぁと感じています。片付け作業も終

盤となっております。来月は道外研修も控えておりますので風邪など引き

ませんよう作業を進めていただけたらと思います。 

 

 

 これより令和７年 第１０回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第１ 会議録 署名委員の選出について 

 １番永井委員・２番高田委員にお願い致します。 

 

 

日程第２ 会議書記の指名について 

会議書記には、東海林事務局長 滝上農地推進員 阿部主事 を配置 

いたします。 

 

 

日程第３ 農政報告  井口産業課長お願いします。 

 

 

 今月は特にございませんので来月の報告とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

 

日程第４ 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

【4ページ朗読】 

 

 

 日程第５ 議事参与の制限について 

 議事参与の制限が、議案第２８号で○○委員にかかります。 

それではこれより、議案３件の審議に入ります。 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

 

 

 

日程第６ 報告第 16 号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、事務局より説明願います。 

  

 

５頁をお開き下さい。 

議案第26号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

農地法第３条第１項の規定による、農地の権利設定の許可申請があった

ので、別紙の者について議決を求める。 

 

令和７年１０月３０日提出 

 

６ページをお開き下さい。 

 

 番号７－３ 

譲渡人の住所・氏名  札幌市西区 

           ○○ ○○さん 

譲受人の住所・氏名  字碧水 ○○ ○○さん 

 

譲渡人の申請理由は、農地使用の見込がないため手放したい。 

譲受人の申請理由は､経営規模の拡大です。売買であり、今回対象とす

る地番及び面積は記載の畑１筆 1,429 ㎡です。資料１ページに該当箇所

の航空写真を添付して降りますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号 ７－３について､承認される方は挙手願います。 

 

 

 【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３については承認といたします。 

続いて日程第７、議案第23号、農地法第18条第6項の規定による合意

解約について、まず番号７－１２、７－１３について事務局より説明願

います。 

 

 

７ページをお開き下さい。 

議案第27号、農地法第18条第6項の規定による合意解約について 

 

農地法第18条第6項の規定により､合意解約のあった別紙の件について

議決を求める。 

 

令和7年10月30日提出 

 

８ページをお開き下さい。 

番号７－１２ 合意解約 

 

貸 主   美葉牛  ○○○  ○さん 

借 主   農事組合法人○○○  理事 ○○ ○○さん 

土地の所在は、美葉牛２６３番地６です。  

田が１筆で、面積が4,806㎡です。 

７－１３も貸主借主同様の案件ですが、７－１２は平成 27 年契約分で

す。 

引き続き9ページをお開き下さい。 

番号７－１３ 合意解約 

 

貸 主   美葉牛  ○○○   ○さん 

借 主   農事組合法人○○○ 理事 ○○ ○○さん 

土地の所在は、美葉牛５７番地１４外11筆です。  

田が１０筆、畑が２筆で、面積が合計 103,092㎡です。 

こちらは令和7年契約分です。 

航空写真を資料２ページに番号７－１２、１３あわせて添付しておりま

すのでご参照ください。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

 

 

ご質問等ありますか？ 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

議案第27号、農地法第18条第6項の規定による合意解約について、 

番号７－１２及び７－１３について承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、議案第23号、農地法第18条第6項の規定による合

意解約 番号７－１２、７－１３については、承認といたします。 

続いて、番号７－１４について事務局より説明願います。 

 

 

１０ページをお開き下さい。 

番号７－１４ 合意解約 

 

貸 主   美葉牛  ○○ ○○○さん 

借 主   美葉牛  ○○ ○○さん 

土地の所在は、美葉牛２５２番地１外３筆です。  

田が３筆、畑が1筆で、面積があわせて43,675㎡です。 

航空写真を資料３ページに添付しておりますのでご参照ください。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－１４について承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

全員挙手ですので、番号７－１４については、承認といたします。 

続いて、番号７－１５について事務局より説明願います。 

 

 

１１ページをお開き下さい。 

番号７－１５ 合意解約 

 

貸 主   美葉牛   ○○○ ○○さん 

借 主   美葉牛11番地1   株式会社○○○ 代表取締役 

                ○○ ○○さん 

土地の所在は、美葉牛２４１番地９です。  

畑が1筆で、面積が7,656㎡です。 

航空写真を資料３ページに添付しておりますのでご参照ください。 

 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－１５について承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－１５については、承認といたします。 

次に、日程第８、議案第 28 号 農地中間管理事業の推進に関する法律

に基づく農用地利用集積等促進計画案の承認について､7-25、7-26 関連

しますので一括して事務局より説明願います。 

 

 

１２ページをご覧下さい。 

 

議案第２８号 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律

第１０１号）に基づく農用地利用集積等促進計画案の承認について 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

委  員 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第101号）によ

り、北竜町から意見を求められた別紙の農用地利用集積等促進計画案に

ついて議決を求める。 

 

令和7年10月30日提出 

 

１３ページをご覧下さい。 

 

番号７－２５ 

所有権の移転を受ける者 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  美葉牛 ○○○ ○さん 

 

管理権の種類内容は即売タイプの買入です。移転時期及び対価の支払期

限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛５７番地１４ 外１２筆 

田１１筆、畑２筆の計１３筆で、面積は 107,898㎡となっております。 

 

１４ページをお開き下さい。 

番号７－２６ 

所有権の移転を受ける者 農事組合法人○○○ 理事 ○○ ○○さん 

 所有権の移転をする者 北海道農業公社 

 

 管理権の種類内容は即売タイプの売渡です。移転時期及び対価の支払期

限は記載のとおり。なお、番号 7-25 で○○○○さんが農業公社に売った

土地を、公社から○○○さんが買い入れるものとなります。 

 ですので、土地の所在及び面積等は、番号7-25と同じです。 

航空写真は､資料２ページです。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－２５ならびに７－２６について､承認される方は挙手願いま

す。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

  

 

議  長 

 

 

 

 

委  員 

 

 

全員挙手ですので、番号７－２５ならびに７－２６については承認とい

たします。 

ここで、番号７－２８について○○委員に議事参与の制限がかかりま

す。 

次に７－２７、７－２８について関連しますので一括して事務局より説

明願います。 

 

 

１５ページをお開き下さい。 

番号７－２７ 

所有権の移転を受ける者 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  美葉牛 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は即売タイプの買入です。移転時期及び対価の支払期

限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛１１０番地１外１筆  

田が２筆で、面積は 6,318㎡となっております。 

 １６ページをご覧下さい。 

 続いて番号７－２８  

 所有権に移転を受ける者 ○○○ ○○ ○○さん 

所有権の移転をする者  北海道農業公社 

管理権の種類内容は即売タイプの売渡です。移転時期及び対価の支払期

限は記載のとおり。なお、番号 7-27 で○○○○さんが農業公社に売った

土地を、公社から○○○○さんが買い入れるものとなります。 

 ですので、土地の所在及び面積等は、番号7-27と同じです。 

航空写真は､資料４ページとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－２７、ならびに７－２８について､承認される方は挙手願いま

す。 

 

 

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

全員挙手ですので、番号７－２７，ならびに７－２８については承認と

いたします。 

ここで、○○委員の議事参与を解きます。 

次に、７－２９、７－３０について一括して事務局より説明願います。 

 

 

１７ページをお開き下さい。 

番号７－２９ 

 

所有権の移転を受ける者 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  碧水 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は即売タイプの買入です。移転時期及び対価の支払期

限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛２３２番地３ 

畑が１筆で、面積は 6,767㎡となっております。 

 

続いて１８ページ、 

番号７－３０ 

 

所有権の移転を受ける者 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  碧水 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は売渡です。移転時期及び対価の支払期限は記載のと

おり。なお、番号 7-29 で○○○○さんが農業公社に売った土地を、公社

から○○○○さんが買い入れるものとなります。 

 ですので、土地の所在及び面積等は、番号7-29と同じです。 

航空写真は､資料５ページとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－２９、７－３０について､承認される方は挙手願います。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－２９、７－３０について承認といたします。 

次に、７－３１について事務局より説明願います。 

 

 

１９ページをお開き下さい。 

番号７－３１ 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社 

利用権の設定をする者  美葉牛  ○○ ○○ さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛１番地１ 外４２筆 

田が２１筆、畑２２筆で計４３筆。面積は 411,399 ㎡となっておりま

す。２０ページに地番の詳細を記載しております。 

該当する箇所の航空写真は、資料６ページをご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３１について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３１について承認といたします。 

引き続き、７－３２について事務局より説明願います。 

 

 

２１ページをお開き下さい。 

番号７－３２ 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社  

利用権の設定をする者  美葉牛 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、22ページをご覧下さい。美葉牛１３６番地５ 外２６筆 

田が２５筆、畑が２筆で、面積は 140,600㎡となっております。 

航空写真は７ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３２について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、番号７－３２について承認といたします。 

 番号７－３３について事務局より説明願います。 

 

 

２３ページをお開き下さい。 

番号７－３３ 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社  

利用権の設定をする者  美葉牛 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛２６８番地７ 外９筆 

田が８筆、畑が２筆で、面積は 72,923㎡となっております。 

航空写真は８ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３３について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３３について承認といたします。 

 番号７－３４について事務局より説明願います。 

 

 

２４ページをお開き下さい。 

番号７－３４ 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社  

利用権の設定をする者  美葉牛 ○○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛２４１番地９  

畑が１筆で、面積は 7,656㎡となっております。 

航空写真は３ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３２について､承認される方は挙手願います。 

 

 



13 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３４について承認といたします。 

 番号７－３５について事務局より説明願います。 

 

 

２５ページをお開き下さい。 

番号７－３５ 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社  

利用権の設定をする者  美葉牛 ○  ○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、岩村８５番地２  

田が１筆で、面積は 22,643㎡となっております。 

航空写真は９ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３２について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３５について承認といたします。 

 番号７－３６について事務局より説明願います。 

 

 

２６ページをお開き下さい。 

 

番号７－３６ 
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議  長 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用権の設定を受ける者 北海道農業公社  

利用権の設定をする者  美葉牛 ○○ ○○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛２５２番地１ 外３筆 

田が３筆、畑が１筆で、面積は 43,675㎡となっております。 

航空写真は３ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

採決いたします。 

番号７－３６について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３６について承認といたします。 

 引き続き、番号７－３７，７－３８について一括して事務局より説明願

います。 

 

 

２７ページをお開き下さい。 

番号７－３７ 

所有権の移転を受ける者 北海道農業公社 

所有権の移転をする者  碧水 ○○ ○○さん 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の買入です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、美葉牛２３２番地１外１筆  

田が２筆で、面積は 35,337㎡となっております。 

 ２８ページをご覧下さい。 

 続いて番号７－３８  

 所有権に移転を受ける者 農事組合法人○○○ 代表理事 

             ○○ ○○さん 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

所有権の移転をする者  北海道農業公社 

管理権の種類内容は貸付タイプ 10 年の売渡です。移転時期及び対価の

支払期限は記載のとおり。なお、番号 7-37 で○○○○さんが農業公社に

売った土地を、公社から○○○さんが買い入れるものとなります。 

 ですので、土地の所在及び面積等は、番号7-37と同じです。 

航空写真は､資料１０ページとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 

 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３７、７－３８について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３７、７－３８について承認といたします。 

 続いて番号７－３９について事務局より説明願います。 

 

 

２９ページをお開き下さい。 

番号７－３９ 

 

利用権の設定を受ける者 碧水 ○○  ○さん  

利用権の設定をする者  北海道農業公社 

 

管理権の種類内容は貸付タイプ５年の売渡です。移転時期及び対価の支

払期限は記載のとおりです。 

土地の所在は、碧水１６０番地１ 外２筆 

田が３筆で、面積は 19,372㎡となっております。 

航空写真は１１ページに掲載しておりますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか？ 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

【質疑なし】 

 

 

採決いたします。 

番号７－３９について､承認される方は挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

全員挙手ですので、番号７－３９について承認いたします。 

以上で、議案第 28 号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用集積等促進計画案の承認については全て承認といたします。 

 

以上で、本日総会の報告審議案件は全て終了いたしました。 

これで第１０回農業委員会総会を終了いたします。 
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議  長                           

 

 

１番委員                           

 

 

２番委員                           


